
表６

令和７年４月１日施行

種　　　　　　類 能　　　　　　　　力 手　　数　　料

タクシーメーター装置検査用基準器 １４，４００円

基準台手動はかり ひょう量が１ｋｇ以下のもの ３，５１０円

　ひょう量が５トン以下のもので、 ひょう量が１ｋｇを超え１０ｋｇ以下のもの ５，４００円

　かつ目量又は感量がひょう量の ひょう量が１０ｋｇを超え５０ｋｇ以下のもの ８，１１０円

　２０，０００分の１以上のもの ひょう量が５０ｋｇを超え２００ｋｇ以下のもの １０，９００円

ひょう量が２００ｋｇを超え５００ｋｇ以下のもの １４，０００円

ひょう量が５００ｋｇを超えるもの
１４，０００円に５００kgまでを超えるごとに
７，０１０円を加算した金額

表す質量が２００ｇ以下のもの ３，４００円

表す質量が２００ｇを超えるもの ８，６１０円

表す質量が５ｋｇ以下のもの ７００円

表す質量が５ｋｇを超え５０ｋｇ以下のもの ８５０円

表す質量が５０ｋｇを超えるもの ９，５００円

表す質量が５ｋｇ以下のもの ５００円

表す質量が５ｋｇを超え５０ｋｇ以下のもの ７００円

表す質量が５０ｋｇを超えるもの ７，６００円

液体基準タンク
（燃料油メーター検査用のもの）

注１　体積計のうち、2以上のゲージグラスを有する基準タンクにあっては、ゲージグラスが1増すごとにこの表に定める手数料の額の5割に相当する額を加算し

　　　 た額とする。

　 ２　知事が指定する場所以外の場所で基準器検査を行う場合にあっては、当該基準器検査に使用する検査用具の運搬に要する費用として知事が別に定める

        額および当該基準器検査を行う職員１人につき１，２５０円を加算するものとする。

   ３  この表の金額の欄に掲げる金額は、１個についての金額とする。

基準器検査手数料一覧表

一級基準分銅（Ｆ２）

二級基準分銅（Ｍ１）

三級基準分銅（Ｍ２）

全量が２５Ｌ以下のものに限る １４，８００円

※1 滋賀県計量法関係手数料収入証紙の売りさばき人は（一社）滋賀県計量協会（草津市川原町149番１）


